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最近の教育行政の動向

国立教育政策研究所教育課程調査官
文部科学省初等中等教育局教科調査官

佐藤　義雄

以上から，これまで化学工業系学科の学習

上，重要でありながら認められていなかった

環境保全技術関係の内容は，「地球環境化学」

の科目から認められることとなった。また，

条件付きではあるが，原則履修科目である

「工業技術基礎」及び「課題研究」について

も新たに認められることとなったことは，化

学工業系学科にとって朗報である。この場合，

応用化学に関する学課を修了したことを証す

る書類において，「工業技術基礎」または

「課題研究」の科目について，たとえば「課

題研究（化学）」と表示することが求められ

ていることから，学修の記録である指導要録

においては，該当科目の備考欄などに主たる

学習分野として「化学」を記載しておくなど

の工夫が必要となるであろう。

今回の認定基準の改訂は，これまでの各工

業高等学校における化学工業系学科の実践の

厚生労働省医薬局審査管理局化学物質安全

対策室長が平成１４年１月１１日に「毒物劇物取

扱責任者の資格の確認について」の通知を各

都道府県・保険所設置市・特別区の各衛生主

幹部（局）長宛てに通知している。同時に文

部科学省初等中等教育局参事官に文書連絡が

あり，同参事官から平成１４年１月１２日に各都

道府県教育委員会教育長宛てにこのことにつ

いて事務連絡をしている。

厚生労働省の同通知では，「今般，高等学

校学習指導要領が改訂され，平成１５年４月入

学者から適用されることを踏まえ，下記によ

り取り扱うこととするので通知します。なお，

毒物及び劇物取締法第８条第１項第２号に該

当しない場合は，従前どおり毒物劇物取扱者

試験を受けるよう指導願います。」とあり，

これまでの認定科目に加え以下の科目と要件

を示している。

１ 毒物劇物取扱責任者の資格の確認通知

毒劇物取扱責任者の資格の確認について，今後
の教員免許制度のあり方，平成１４年度高校卒業者
の就職内定状況と高卒者の職業生活の移行に関す
る研究最終報告について

表１　厚生労働省が示した追加基準

毒劇物取扱責任者の資格の確認について

１.以下の科目について，化学に準ずる

科目とみなすこととします。

（１）地球環境化学，（２）工業技術

基礎，（３）課題研究

ただし，（２）及び（３）については，

応用化学に関する学課を修了したことを

証する書類において，科目名に（化学）」

等の字句が明示されて証明してあるもの

に限るものとします。（例：工業技術基

礎（化学），課題研究（化学））

なお，明示されていないものについて

は，従前どおり個別に地方厚生局あて照

会してください。

２.高等学校において応用化学に関する

学課を修了した者については，従前どお

り，３０単位以上の化学に関する科目を修

得していることを確認してください。
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平成１４年２月２１日の中央教育審議会「今後

の教員免許制度の在り方について（答申）」

がなされた。この答申のうち，工業科教員に

関係のある内容について紹介する。

（１）教員免許状の総合化・弾力化の方向性

隣接学校種への理解や教員の複数校種での

「双方向」の交流の促進を図るため，現職教

員が他校種の免許状を取得する際に，教職経

験を評価することによって，その取得を促進

する制度の創設を図るべきとしている。

（２）専修免許状

ある特定の分野の単位を修得した場合に取

得するものとし，その修得単位の分野を適切

に示すものとするよう改善すべきであるが，

専修免許状の種類を専攻分野別の区分とする

のは将来的な課題とし，現時点においては，

現在の学校種教科別は維持しつつ，専修免許

状に，免許状取得のために履修した専攻分野

を記載することにより，専修免許状の専門性

（教員の得意分野）を明確にすることが必要

であるとしている。

（３）教員免許更新制

子どもたちに基礎・基本を確実に身に付け

させ，自ら学び自ら考える力などの「生きる

力」を育成し，「心の教育」の充実と「確か

な学力」の向上を実現することが求められて

おり，教員にはこれらの要請にこたえられる

よう，一層の指導力や力量の向上が求められ

る。一方で，一部の問題教員，指導力不足や

研修に不熱心な教員，保護者や地域住民との

コミュニケーションが成り立たない学校や教

員が不信感を生んでいる。そこで，a適格性

の確保，b専門性の向上のため，a面接試験

等を中心とした選考の実施，b条件付採用，

１　答申の概要

今後の教員免許制度のあり方

表２ 毒物劇物取扱責任者資格の新しい認定基

準を踏まえた全日制工業化学科の教育課程編成例

積み重ねが評価されたものと思われる。平成

１５年度から学年進行で実施される新教育課

程においても，さらなる内容の改善・充実を

図っていく必要がある。



ものづくり教育を通した実際的な技術者育

成には，企業経験や技術・技能に優れた人材

の存在が必要であり，工業高校にとって重要

な提言といえる

（１）他校種免許状による専科担任制度の拡充

中学校又は高等学校の教諭の免許状を有す

る者が小学校の相当する教科（国語，社会，

算数，理科等）及び総合的な学習の時間の教

授を担任することができるようにする。

高等学校の専門教科等（情報，農業，工業，

商業，福祉等）の教諭の免許状を有する者が

中学校の相当する教科（理科，技術等）及び

総合的な学習の時間の教授又は実習を担任す

ることができるようにする。

（２）教職経験を有する者の隣接校種免許状

の取得の促進

３年の教職経験を有する小学校等の教員

が，中学校等の隣接校種の普通免許状を取得

しようとするときに，免許状取得のために必

要な単位数を軽減するとともに，その単位を

大学だけでなく教育委員会が開設する講習等

においても修得できることとする。

（３）特別免許状の授与要件の見直し，有効

期限の撤廃

学士の要件の撤廃など特別免許状の授与要

件を見直す。５年から１０年以内とした特別免

許状の有効期限を撤廃する。

（４） 免許状の失効及び取上げに係る措置の

強化

現職教員については，懲戒免職の処分を受

け，その情状が重いと認められたときに限り

免許状を取り上げることができるなどとする

現行の規定を見直し，懲戒免職の処分を受け

た者の免許状は失効することとし，免許状を

授与しないこととする期間を３年とする。免

許状取上げの処分を受けた者について，免許

２ 教育職員免許法の一部を改正する法律案の概要
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懲戒，分限，他職種への転職制度やc専門性

向上のための研修制度の整備や教職１０年を経

過した教員に対する研修の実施などを提言し

ている。

（４）教員の資質向上

教員の適格性を確保するために，a指導力

不足教員等に対する人事管理システムの構築，

b教員免許状の取上げ事由の強化，c人物重

視の教員採用の一層の推進，d教職１０年を経

過した教員に対する研修の構築などを提言し

ている。

（５）特別免許状の活用促進

特別免許状は，学士の学位，担当する教科

の専門的知識・技能，社会的信望，熱意と識

見を持つ者に対し，その者を教員として任命

又は雇用しようとする者の推薦に基づき，学

識経験者からの意見聴取を経て，教育職員検

定により授与される特別免許状は，５年以上

１０年以内で教育委員会規則で定める期間，

授与した都道府県内のみで有効となってい

る。しかし，特別免許状には有効期限がある

ため，転職して教員になろうという人が少な

いと考えられることや社会人特別選考が一部

の都道府県教育委員会を除きほとんど実施さ

れておらず，社会人に対して教員採用の門戸

が開かれていないことなどから，特別免許状

の活用が進んでいない。そこで以下の提言を

している。a学歴よりその専門性を評価する

ことが重要であるため，特別免許状の授与要

件として，学士の学位を求めない。b特別免

許状の授与を受ける者の身分の安定を図るた

め，特別免許状の有効期限を撤廃するなど。

そのため，a教員免許状を持たない社会人に

特別免許状の授与を前提とした特別選考の実

施を検討すべき。b社会での実務経験が強く

生かされる工業，商業，看護，情報，福祉，

理科，公民等の教員について活用を検討すべ

きなどを提言している。



１３

状を授与しないこととする期問を２年から３

年に延長する。

規高等学校卒業者の採用枠の維持・拡大や未

就職卒業者への応募機会の確保等を要請する

こととしている。

（１）生徒・企業が互いに納得のいく仕事や

企業，人材を選べる仕組みの整備

【就職慣行の見直し等】

a採用選考期日等全国的な取り決めについて

の透明性の確保，厚生労働，文部科学両省共

同で「高等学校就職問題検討会議」を設置

（議事公開）

b各高校における求人の一層の共有化の推進

企業に対して，指定校以外の高校からの応

募機会の付与について働きかけ，求人情報ネ

ットワーク基盤を整えることで高校における

求人の共有化を推進。

c各地域の状況を踏まえた就職の仕組み（応

募・推薦方法等）についての見直し

各都道府県ごとに設置する「都道府県高等

学校就職問題検討会議」において，毎年，下

記選択肢を踏まえて方針を決定（議事公開）

２ 高卒者の職業生活の移行に関する研究最終報告（平成１４年３月５日）

平成１４年３月末における新規高等学校卒業

者の就職率（就職者の就職希望者に対する割

合）は８６.３％であり（昨年同期比２.９ポイント

減），過去最低を記録した平成１１年度同期の

８８.２％を１.９ポイント下回る結果となった。

また，男女別に見ると，男子は８９.１％，女

子は８３.１％で，昨年同期に比べそれぞれ２.８ポ

イント，３.０ポイント下回った。

なお，就職希望者のうち卒業までに就職に

至らなかった者（以下「未就職卒業者」とい

う）は約３万５千人（昨年約２万９千人）で，

男子が約１万５千人（同約１万２千人），女

子が約２万人（同約１万７千人）となっている。

就職率を学科別に見ると，「工業」（９３.１％），

「看護」（８８.７％），「商業」（８８.４％），「水産」

（８８.２％），「総合学科」（８７.７％），「農業」

（８６.４％），「家庭」（８３.０％），「普通」（８１.３％）

の順となっている（その他の学科は除く）。

また，就職率を都道府県別に見ると，就職

率が高い県は，長野県（９５.１％），富山県

（９４.７％），島根県（９４.０％），岐阜県（９３.９％），

山口県（９３.４％）の順となっている。就職率

が低い県は，沖縄県（５６.８％），和歌山県

（７７.４％），高知県（７８.１％），宮城県（７８.１％），

大阪府（７９.１％）の順となっている。

文部科学省では，このような状況を踏まえ，

平成１４年５月１０日付けで各都道府県教育委員

会等に対し，各都道府県労働局と連携した一

層の求人開拓と未就職卒業者への配慮を要請

するとともに，関係経済団体に対しても，新

１ 平成１４年度高校卒業者の就職内定状況

平成１４年度高校卒業者の就職内定状況
と高卒者の職業生活の移行に関する研究
最終報告について

イ　一次募集の時点から複数応募・推薦が

可能。ただし，応募数は限定（２～３社ま

で）。

ロ　一次募集までは１社のみの応募・推薦

とする。それ以降（例えば，１０月１日以降）

は複数応募・推薦を可能にする。

（２）就職を円滑化するためのサポートの充実

a高校における求人情報の共有化の推進，

b求人企業と生徒との情報交換の機会の拡

大，c企業・職業理解のためのインターンシ

ップの促進など。

（３）キャリア形成の観点からの教育・職業

能力開発等の基盤の整備

a小学校からのキャリア教育の推進・時代

の変化を踏まえた教育内容等の改善充実，b
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学校における就職支援体制の強化・ハローワ

ークとの連携の強化，c高等学校就職支援教

員（ジョブ・サポート・ティーチャ－）の配

置，d産業社会等について専門的な知見を有

する外部人材をキャリアアドバイザーとして

活用，e学校を離れた者へのキャリア形成，

能力開発，就職活動などへの支援，若年者の

職業意識啓発に対する国民的な理解の促進。

（４）中長期的な展望に立った「職業生活へ

の移行」の検討

労働力需要の構造変化に対応した高卒人材

の資質向上方策や総合的な視点からみた職業

生活への移行のあり方等の検討。

表３　平成１４年３月高等学校卒業者の学科別の就職状況（平成１４年３月末現在）
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図１　高校を通じた新規高等学校卒業者の就職に関する仕組み


